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 関係各位 
 

京都府商工労働観光部長 
 
 

感染拡大を踏まえた今後の対応について 
 

 
平素より新型コロナウイルス感染症の拡大防止に御協力いただき、ありがとうございます。 
今般、７月15日に開催された第70回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において決定

した取組について、府民や府内事業者の皆様に対して、幅広く周知させていただきたいと考えており

ます。 
つきましては、貴団体会員企業・事業所の皆様に対して、下記の内容を周知いただきますようお願

いいたします。 
 
 

記 
 
 
１．府民・事業者の皆様へのお願い 
  お盆や夏休みの帰省時期等にあわせ、今一度、感染防止対策※の徹底をお願いします。 

※別紙「感染を防ぎながら日常を送るために（令和４年５月25日本部会議決定）」参照 
 

（１）屋内感染を防ぐため、換気を徹底しましょう 
・エアコン使用中でも、「窓を開ける」「扇風機と換気扇を使用する」など、こまめに換気を
してください。 
※ＣＯ２センサーがある場合は、1,000ppm以下を維持してください。 

・家庭や事業所での会議などで、同じ場所に長時間滞在する場合は感染リスクが高まりますの
で、換気に注意してください。 

・特に高齢者施設、学校、保育所等では、令和４年７月 14日のコロナ分科会提言を踏まえた
効果的な換気を行ってください。 

・子どもたちが多く集まる場所では、周りの大人が換気の徹底を図るなど感染対策に気をつけ
てください。 

別添の全業種向け「実践！換気対策ガイドブック（概要版）」（京都府、令和４年５月）
をご活用いただき、適切な換気を実施してください。 

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/co2monitoring-data.html#zengyosyu 

 
（２）会話の際は、マスクを着用しましょう 

・飲食の際はマスクを外すため、感染リスクが高まります。会話の際は、マスクの着用をお願い
します。 

・熱中症予防のため適切なマスクの着脱をお願いします。 
 ＜マスク着用が必要な場面＞ 
  屋内：会話を行う場合、会話はなくても人と十分な距離が取れない場合 
  屋外：人と十分な距離が取れない状態で会話を行う場合 

  



 

（３）早期のワクチン接種をお願いします 
・60 歳以上の方や基礎疾患をお持ちの方は、重症化予防のため、積極的に４回目のワクチン接
種をお願いします。 

・３回目未接種の方は、接種によりワクチンの効果が回復するため、早めの接種をお願いします。 
 
（４）他の人に感染させないよう気をつけましょう 

・自宅療養期間中は、外出しないでください。また、同居の方とは、極力、生活空間を分けてく
ださい。 

・濃厚接触者の方や、同居の方が陽性になった方は、感染の可能性が高いため、不要不急の外出
を控えてください。 

 
 

２．感染拡大を踏まえた対応 

（１）ワクチン接種の推進 
   ①３回目接種の更なる促進 

・お盆や夏休みの帰省時期等を控え、若年層への接種の呼びかけを強化（ＳＮＳの活用、 
動画配信など） 

    ・若年層が接種しやすい環境づくり 
     京都府：大学・企業等へのワクチン接種バスの派遣、京都タワー会場でのノババックスワ

クチン接種 等 
     市町村：ファイザーワクチンの接種会場の設置 等 
   ②４回目接種の対象拡大への対応 
   ・医療従事者や高齢者施設従事者等への対象拡大に向けた準備を推進 
 
（２）無料検査体制の充実 

   ①お盆や夏休みの帰省時期にあわせ、主要駅前での検査を拡充 

対象の駅 京都駅、京阪出町柳駅、近鉄大久保駅 

検査ブース数 １８ブース → ３０ブース    ※検査人数の増加に対応 

検査回数／日 ７０７回／日 → 1,210回／日  ※処理能力が約１．７倍に 

開始時間 午前８時  ※各１～２時間前倒し 

拡充期間 ８月５日（金）～８月18日（木） 

 
②感染に不安を感じる無症状の府民への無料検査を再開（７月１６日から当面の間） 

 
 
 



Ⅰ 一人ひとりが感染対策を

１ 基本的な感染対策

自分が感染しないために
・正しいマスクの着用、こまめな手洗い、外出先での手指消毒設備の活用、こまめな換
気による空気の入れ換えを行ってください。

・「三つの密」を回避して、人と人との距離を確保し、大声での会話を控えてください。
・旅行や帰省に伴う移動や、多くの人が集まる場所では、混雑の状況に十分気をつけて、
基本的な感染対策の実践など感染リスクを回避する行動をとってください。

ほかの人に感染させないために
・毎朝の検温等による体調管理を行い、発熱や咳等の症状がある場合は医療機関へ相談

してください。
・高齢者や基礎疾患のある方、これらの方と日常的に接する方は、感染リスクの高い場

面や場所への外出を控えるなど、特に注意してください。
・従業員等で高齢者や基礎疾患がある方、同居者にそうした方がいる場合は、本人の申

出を踏まえ、在宅勤務や時差出勤等の就業上の配慮を行ってください。

感染をひろげないために
・事業所等でひろげないために
・在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触の低減に取り組んで
ください。

・従業員等に対する出勤時の検温等の健康管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状
がある場合は勤務させないとともに、医療機関へ相談するよう指導してください。

・職場の感染対策を再点検し、特に居場所の切り替わり（食堂、休憩室、更衣室、喫煙
所等）での注意喚起を徹底してください。

・特措法第24条第９項により、業種別ガイドラインの遵守を要請しますので、適切に取
り組んでください。

・部屋の換気、こまめな手洗い・手指消毒を心がけましょう
・少しでも体調が悪い場合は、医療機関に電話の上、受診し、
家族を含めて通勤・通学・通園は控えましょう

・体調に不安がある時は、家族を含めて外出を控えましょう
・人との距離を確保し、大声での会話など感染リスクの高い
行動を避けましょう

感染拡大を防止しながら日常に近づけるため、

｢自分が感染しない｣、｢ほかの人に感染させない｣、

｢感染をひろげない｣を常に意識した行動をお願いします。

感染を防ぎながら日常を送るために
(令和４年５月２５日本部会議決定)

別紙



・学校・保育所等でひろげないために
・学校、保育所等での生活や送迎などの学校、保育所等で決められた感染対策のルール
を守ってください。

・毎朝の検温等、子どもの体調管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状がある場合
は登校や登園を控えてください。

・学校等の休業期間においても感染リスクが高い行動を控えるよう注意喚起してくださ
い。

・医療機関・高齢者施設等でひろげないために
・医療機関、高齢者施設等での感染拡大を防ぐため、面会などの各施設で決められた感
染対策のルールを守ってください。

・高齢者施設内の感染拡大を防ぐための従事者等に対する検査を行ってください。

２ 正しいマスクの着用

・マスク着用の考え方
（※令和４年5月23日付 基本的対処方針改定後）

屋外でも、身体的距離が確保できず、会話を行う場合は、マスクを着用しましょう
屋内でも、身体的距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合は、着用の必要は
ありません

身体的距離が確保できる

（２ｍ以上を目安）
身体的距離が確保できない

屋内（注） 屋外 屋内（注） 屋外

会話を行う 着用を推奨する 着用の必要はない 着用を推奨する 着用を推奨する

会話をほとんど
行わない

着用の必要はない 着用の必要はない 着用を推奨する 着用の必要はない

（注）外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など
※ 特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面

で、マスクを外すことを推奨。
※ 高齢者等との面会時や病院内など重症化リスクの高い者と接する場合にはマスク

の着用を推奨

３ 飲食時の感染対策

※認証店：アクリル板の設置や適切な換気など、京都府が定めた基準に基づく感染防止

対策が実施されている飲食店

飲食時には
・適切な感染対策が講じられているお店（認証店）を利用しましょう
・会話の時はマスクを着用しましょう
・お店では大声で話さないようにしましょう
・余裕を持った配席で、長時間に及ばないようにしましょう



Ⅱ ホール等での催し物の開催について

令和4年3月22日以降の催し物（イベント等）の要件

（特措法第24条第９項に基づく要請）

（注）感染防止チェックリストを作成し、ＨＰ・SNS等で公表が必要

※演奏会や講演会、演劇などの催し物は、会場収容定員での開催が可能です。

(一席空けなどは不要です)

大声とは…観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること

＜大声の具体例＞観客間の大声・長時間の会話

スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱

※ 得点時の一時的な歓声等は「大声あり」には当たりません。

Ⅲ ワクチン接種の推進

・ワクチン接種を希望する方は積極的に接種してください。

・ワクチン接種を希望する方(児童・生徒等含む）が、気がねなく接種に行ける環境を

職場や学校等で整えてください。

施設の
大声 規模
の規模 .

収容定員
5,000人以下

収容定員
5,000人超～10,000人

収容定員
10,000人超

大声なしの
イベント

収容定員まで
入場可（注）

5,000人まで
入場可（注）

収容定員の半
分まで

入場可（注）

「感染防止安全計画」を策定した場合、
収容定員まで入場可

大声ありの
イベント

収容定員の半分まで入場可（注）

開催規模に関わらず、業種別ガイドラインに基づく入場整理等の感染防止対策を徹

底してください



 

令和４年５月 

【概要版】 



 



 



 



 



 

炭酸ガスを用いる場所 



サーキュレーターは、かえってウイルスを撒き散らすのではないか？Q1.

A. サーキュレーターの風が直接、コロナウイルスの陽性者に当たってしまうことで
ウイルスを含むマイクロ飛沫※が撒き散らされ集団感染が起きた事例が
国内で報告されています。※空気中を浮遊する小粒子や細かい飛沫

サーキュレーターは「汚れた空気を押し出す」ために使うことが有効です。
窓に向かってサーキュレーターを配置するなど、風を直接人に当てない
ように注意してください。

季節や天候によって、CO2センサーの数値が上がってしまう？Q2.

A. 降雨・降雪ではCO2濃度が減少すると言われていますが、その減少量は
50ppm以下ですので天候による大きな影響はありません。

しかし、乾燥した大気中では粘膜も乾燥してしまうため、ウイルス感染のリ
スクが上昇します。基本的には天候に関係なく換気を実施していただく
ことが、感染拡大防止において非常に重要です。

冬場や梅雨で窓・ドアを開けにくく、
自然換気ができないような時期は、

・換気扇のスイッチを＜強＞にする
・換気扇のフィルターを掃除する等

を具体的な対策としてください。



窓が一つしかないので、奥まで換気が行き届いているか不安です。
どうすれば良いでしょうか？

Q3.

A. 窓が一ヶ所だけの場合でも換気効果はあります。
窓を一ヶ所、数cm空けるだけで、換気扇などの換気設備による換気と比
べ、換気量が2倍に増大した事例もあります。

しかし、奥の空間に空気が滞りやすいことは事実です。奥の空間にCO2
センサーを設置して換気状況をモニタリングすることを推奨します。
その上で、奥の空間の換気が悪い場合には、次のような換気対策を
行ってください。

使用する際は以下の点にご注意が必要です。

エアカーテンを設置しましたが、感染対策として使用した方が良い？Q4.

A. 設置方法によっては有効に働く場合がありますが使用方法を誤ると風が
直接コロナウイルスの陽性者に当たってしまうことでウイルスが撒き散らさ
れてクラスター化する等の逆効果もありますので、ご注意が必要です。

使用する際は以下の点にご注意が必要です。

奥の空間の汚れた空気を窓の方に
押し出すようにサーキュレーターを設置する。
(ただし人に直接当たらないよう注意する)

対策１

対策２
奥の空間に空気清浄機を設置する、
又は換気設備（換気扇など）を増設する。

エアカーテンは空間を
仕切る目的で使用する

エアカーテンの風が直接、
人にかからないように注意する



石油ファンヒーター等を使うとにすぐにCO2濃度が上昇した。
換気のタイミングの判断は？

Q6.

A. 燃焼式の暖房器具はCO2が大量に発生するため、これらの暖房器具の
使用中はCO2センサーで換気のタイミングを計ることは難しくなります。

感染症対策とは異なりますが、CO2濃度が1000ppmを超えると
意思決定能力の低下が報告されており、感染症対策のみならず、労働
衛生の観点からも、CO2濃度を1,000ppm以下に保つことは有用と
いえます。

こまめな換気（30分に一回以上、
数分間程度、部屋のドアや窓を
全開する）を推奨します。

感染対策のために換気扇の掃除が重要とのことですが、なぜですか？Q5.

A. 換気扇のフィルターや屋外の換気口を掃除するだけで、換気量が
２～３倍になった事例もあります。
換気量が増えれば、それだけ早くエアロゾルが排出され、CO2濃度も
下がります。
感染症対策のためにも、換気設備の掃除は定期的に行って下さい。



本ガイドブックの詳細版及びWeb版はこちらから

令和４年５月発行

その他にも
・エアコンとCO2濃度の関係
・パーティションの正しい設置方法
・空気清浄機の選び方、使い方 などのQ&Aを掲載しています！

詳細については、下記のQRコードか京都府HPからご確認ください。



京都府知事 西脇 隆俊

令和4年７月１5日

感染拡大を踏まえた今後の対応
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新規陽性者 ７日間平均 病床使用率 高度重症病床使用率

最大 ２月２７日
病床使用率 ７５．２％

７月１４日公表
新規陽性者数 ２，３６４人
病床使用率 ２８．３％
高度重症病床使用率 ２．０％

最大 ２月９日
新規陽性者数 ２,９９６人

最大 ２月２４日
高度重症病症使用率 ３３．３％

新規陽性者数と病床使用率の推移



お盆や夏休みの帰省時期等にあわせ

今一度、感染防止対策の徹底を



１．エアコン使用中でも、こまめな換気を

→ 窓を開ける
→ 扇風機と換気扇を使用する

※ＣＯ２センサーがある場合は、1,000ｐｐｍ以下を維持

2. 同じ場所に長時間滞在する場合は特に注意を

４. 子どもたちが多く集まる場所では、周りの大人が気をつけて

現在の感染状況を踏まえたお願い

３. コロナ分科会提言（７月14日）を踏まえた効果的な換気を

※特に高齢者施設、学校、保育所等



◆飲食の際はマスクを外すため、感染リスクが高まります

現在の感染状況を踏まえたお願い

飲食時の感染をひろげないため、会話の際は、マスクの着用を

◆熱中症予防のため適切なマスクの着脱を

屋内：会話を行う場合、人と十分な距離が取れない場合

屋外：人と十分な距離が取れない状態で会話を行う場合

マスク着用が必要な場面



現在の感染状況を踏まえたお願い

60歳以上の方や基礎疾患をお持ちの方

重症化予防のため、積極的に４回目のワクチン接種を

３回目未接種の方

接種によりワクチンの効果が回復するため、早めの接種を



現在の感染状況を踏まえたお願い

自宅療養の方

1.自宅療養期間中は、外出しないでください

２.同居の方とは、極力、生活空間を分けてください

濃厚接触者

感染の可能性が高いため、不要不急の外出を控えてください



感染拡大を踏まえた対応



◆医療従事者・高齢者施設従事者等への対象拡大に向けた準備を推進

ワクチン接種の推進

４回目接種の対象拡大への対応

◆お盆や夏休みの帰省時期等を控え、若年層への接種の呼びかけを強化
→ＳＮＳの活用、動画配信など

◆若年層が接種しやすい環境づくり
→京都府：大学・企業等へのワクチン接種バスの派遣

京都タワー会場でのノババックスワクチン接種 等

→市町村：ファイザーワクチンの接種会場の設置 等

３回目接種の更なる促進



高齢者施設における迅速な４回目接種の推進

早期接種の機会確保

◆高齢者施設へのワクチン接種チーム派遣

概 要
ワクチン接種チーム（医師、看護師等）を巡回派遣し、接種機会の
増加・接種の迅速化を図る

対 象 府内の高齢者施設
※概ね５人以上の接種者が見込まれること
（ただし、施設の事情に応じて少人数でも対応）

※同一施設に対する複数回の派遣を想定



無料検査体制の充実

対象の駅 京都駅、京阪出町柳駅、近鉄大久保駅

検査ブース数 １８ブース → ３０ブース ※検査人数の増加に対応

検査回数／日 ７０７回／日 → 1,210回／日 ※処理能力が約１．７倍に

開始時間 午前８時 ※各１～２時間前倒し

拡充期間 ８月５日（金）～８月18日（木）

◆お盆や夏休みの帰省時期にあわせ、主要駅前での検査を拡充

◆感染に不安を感じる無症状の方の無料検査を再開

→７月16日から当面の間
（※特措法第24条第９項）



高齢者施設、幼稚園・保育所等での検査の実施

施設等における感染防止の徹底

◆ 施設内感染専門サポートチームの派遣等

◆ 高齢者施設等従事者、教職員等に対する検査の実施

・希望される高齢者施設や子どもの施設等に対し、

感染対策研修や個別訪問による換気対策等の助言の実施

陽性者の早期発見による感染拡大防止と業務継続のため、抗原定性キットを事前配布

配布先 配布数

高齢者施設・障害者支援施設 ※入所系施設 17,000キット

小学校、特別支援学校 13,000キット

幼稚園、保育園等 17,000キット



保健所の体制・機能強化

陽性者へのファーストタッチ等を迅速に実施できる体制の構築
→重症化リスクの早期判定と本人・家族の不安を解消

保健所体制 約４９０人

保健所内職員 約２６０人

応援職員等 約２３０人

拡大

保健所体制 約1,100人

保健所内職員 約350人

応援職員等 約760人

＜現状＞

＜拡充後（令和４年７月下旬目処）＞

◆保健師が健康観察等に集中できるよう、保健所業務を本庁等へ集約し、負担を軽減



高齢者施設等への医療提供体制の強化

安心して療養いただくために

◆ 往診体制の確保

◆看護師の確保・派遣

・施設医・協力医療機関に地域の医療機関を加え、往診体制を強化

◆往診コーディネートチームの設置

・施設内での医療的ケアを行う看護師を確保し、施設に派遣

・感染発生施設への医療アセスメント、往診のコーディネート、
施設医等へのバックアップ



入院療養体制の強化

確保病床（３月３１日）

病院数 ５３病院

病床数 ８３０床

重症病床 １７１床

うち高度重症病床 ５１床

中等症病床 ４９０床

軽症・無症状病床 １６９床

入院待機ステーション
（臨時の医療施設）

１１０床

合計 ９４０床

拡充

７月19日

５６病院

８５１床

１７５床

５１床

４９３床

１８３床

１１０床

９６１床

◆感染拡大に備え、受入病床（重症～軽症）をさらに拡充

拡充数

＋ ３病院

＋ ２１床

＋ ４床

＋ ３床

＋ １４床

＋ ２１床

※他に妊婦等配慮を要する方の
専用病床20床


